
松本検定実行委員会会則 

 

 （名称及び事務局） 

第１条 本会は、松本検定実行委員会（以下「本会」という。）と称し、事務局

を「松本市観光温泉課」内に置く。 

 （目的） 

第２条 本会は、観光に磨きをかけるまちづくりを実現するため、松本検定に

おける人づくりを通して、観光都市松本の受入れ態勢の充実を図ることを目

的とする。 

 （事業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

 ⑴ 松本検定事業 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業 

 （構成） 

第４条 本会は、別表に掲げる委員をもって構成する。 

 （役員） 

第５条 本会に、次の役員を置く。 

 ⑴ 委員長  １名 

 ⑵ 副委員長 １名 

 ⑶ 監 事  ２名 

２ 委員長は、本会を代表し、会務を総括する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理

する。 

４ 監事は、本会の会計を監査する。 

 （役員の選出及び任期） 

第６条 役員は、委員会において委員中から選出する。 

２ 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

３ 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会議） 

第７条 本会の会議は、委員会とし、委員長が召集する。 

２ 委員会は、委員長が議長となる。 

３ 委員会は、毎年１回開催し、事業計画、収支予算、事業報告、収支決算、

会則の改正その他運営に重要な事項を審議決議する。 

 （会計） 

第８条 本会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終わ

る。 



２ 本会の経費は、受験料、委託料、その他の収入をもって充てる。 

 （補則） 

第９条 この会則に定めるもののほか本会の運営に関して必要な事項は、委員

長が別に定める。 

 （施行年月日） 

１ この会則は、平成１９年１月５日から施行する。 

２ この会則の施行後最初に選出された役員の任期は、第６条第２項の規定に

かかわらず、選出の日から平成２０年度の委員会までとする。 

 

  附 則 

 この会則は、平成１９年１１月２１日から施行する。 

  

（別表） 

委    員 

松本商工会議所観光・コンベンション委員長 

松本観光コンベンション協会副会長 

信州大学教授 

松本大学教授 

松本市副市長 

松本市商工観光部長 

松本市教育部長 

新まつもと物語プロジェクト会長 

その他委員長が特に認める者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


